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裁判員制度
裁判員は、法廷で何をするのですか？

裁判官と一緒に審理に
出席していただきます。

　裁判員は、裁判官と一緒に、公開の法廷での刑事事件の

審理（これを「公判」といいます。）に出席します。公判では、

証拠として提出された凶器などの物や書類を取り調べるほ

か、証人や被告人に対する質問が行われます。裁判員も、

証人や被告人等に質問することができます。また、裁判員

制度での審理は、法律実務の専門家でない皆さんに参加し

ていただくために、裁判員の方にできる限り負担のかから

ないような工夫がなされます。例えば、争点の判断に必要

な証拠を厳選して証拠調べを行うなど、できる限り法廷で

の審理を見たり聞いたりするだけで事件の内容を理解でき

るように工夫された審理が行われます。
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問問

■お問い合わせ先  
富岡消防署
　　22－2119
楢葉分署
　　25－2119
川内出張所
　　38－2119 平成23年5月31日まで 残り971日（平成20年11月1日現在）

　住宅用火災警報器を平成23年5月31日までに設置
することが定められています。
　皆さんの家族を火災から守るために早期設置に努
めて下さい。

富岡消防署

住警器は
防火の要

秋季全国火災予防運動

　11月9日から15日までの一週間、秋の火災予防運動が実施されます。
　この運動は、火災が発生しやすくなる冬の季節を迎えるにあたり、住民の方々に、火災予防の
意識を高めていただくことにより、火災の発生・拡大を防止し、火災から尊い生命と貴重な財産
を守ることを目的としています。

◆寝たばこは、絶対やめる。
◆ストーブは、燃えやすいもの
から離れた位置で使用する。
◆ガスこんろなどのそばを離れ
るときは、必ず火を消す。

『 火のしまつ火のしまつ 君がしなくて君がしなくて 誰がする誰がする 』『 火のしまつ火のしまつ 君がしなくて君がしなくて 誰がする誰がする 』『 火のしまつ 君がしなくて 誰がする 』
11月9日（日）

11月15日（土）

3つのつの習慣習慣 4つのつの対策対策3つの習慣
◆逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
◆寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎
品を使用する。
◆火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
◆お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協
力体制をつくる。

4つの対策住宅防火
いのちを守る
7つのポイント
3つの習慣
4つの対策

〜
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